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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第56期

第１四半期
連結累計期間

第57期
第１四半期
連結累計期間

第56期

会計期間
自　2022年４月１日
至　2022年６月30日

自　2023年４月１日
至　2023年６月30日

自　2022年４月１日
至　2023年３月31日

売上高 (百万円) 37,862 32,781 161,706

経常利益又は経常損失（△） (百万円) 96 △156 1,179

親会社株主に帰属する四半期
(当期)純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

(百万円) 25 △266 637

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 804 25 955

純資産額 (百万円) 17,859 18,035 18,010

総資産額 (百万円) 81,037 85,773 84,785

１株当たり四半期(当期)純利益
又は１株当たり四半期純損失
（△）

(円) 0.90 △9.44 22.54

潜在株式調整後１株当たり四半
期(当期)純利益

(円) － － －

自己資本比率 (％) 20.2 21.0 21.2
 

(注)１． 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

　　２． 第56期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

   ３． 第57期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する

ものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

   ４． 第56期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

EDINET提出書類

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)

四半期報告書

 3/24



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

 当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識し

ている主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更は

ありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第１四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結累計期間における経済情勢は、コロナ禍の活動制限による消費抑制解消による個人消費の回復

や部材不足の緩和により製造業の景況は持ち直したものの、依然としてエネルギー価格及び資源価格の高止まりが

継続しており、加えて世界的な金融引き締め、高インフレ、更なる物価高への懸念は根強く、景気の先行きは不透

明な状況が続いております。

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は327億81百万円(前年同期比13.4％減)となりました。損益面

においては、営業利益は１億89百万円(前年同期比27.2％減)となりました。経常損益は１億56百万円の損失（前年

同期は96百万円の経常利益)となりました。親会社株主に帰属する四半期純損益は２億66百万円の損失（前年同期は

25百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益)となりました。

 

当社グループは、ＥＭＳ事業とその他の事業を営んでおりますが、ほとんどがＥＭＳ事業のため、セグメント情

報の記載を省略しております。

なお、ＥＭＳ事業の製品分野別の売上高とその他の事業の売上高は以下のとおりであります。売上高の金額につ

いては、連結相殺消去後の数値を記載しております。

 

①　ＥＭＳ事業

当社グループの主たる事業であるＥＭＳ事業の売上高は325億91百万円（前年同期比13.5％減）となりました。

製品分野別の業績の概況は次のとおりであります。

 

(車載機器)

電動自動車市場の拡大による需要増の状況は継続しているものの、車載向け電子部品の逼迫影響があり、また

一部顧客との取引について当第１四半期連結会計期間より代理人取引として収益を純額で計上したことにより、

売上高は170億15百万円（前年同期比19.8％減）となりました。

 

(産業機器)

中国のロックダウン影響の解消により生産が正常化したことに加え、省エネルギー投資も継続したことから、

売上高は69億41百万円（前年同期比10.4％増）となりました。

 

(ＯＡ機器)

在宅需要による増産の反動により複合機やレーザープリンタ向け製品の取扱高が減少し、売上高は84億28百万

円（前年同期比15.4％減）となりました。

 

(その他)

コンシューマー製品とアミューズメント向け開発が主な事業内容になり、売上高は２億５百万円（前年同期比

9.8％減）となりました。

 

 
②　その他の事業

人材派遣業の売上高は１億89百万円（前年同期比9.3％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における総資産は857億73百万円(前連結会計年度末比９億88百万円増加)となりまし

た。これは主に、棚卸資産が減少した一方で、現金及び預金が増加したことによるものであります。

負債につきましては、677億38百万円(前連結会計年度末比９億62百万円増加)となりました。これは主に、短期借

入金及び長期借入金が減少した一方で、買掛金が増加したことによるものであります。

純資産につきましては、180億35百万円(前連結会計年度末比25百万円増加)となりました。

 

(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 77,173,720

A種優先株式 7,000

計 77,180,720
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2023年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(2023年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,277,620 28,277,620
東京証券取引所
 プライム市場

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式であり、単元株式
数は100株であります。

A種優先株式 7,000 7,000 非上場 単元株式数１株

計 28,284,620 28,284,620 ― ―
 

(注) １　提出日現在発行数には、2023年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。

２　A種優先株式の内容は以下のとおりです。

①　剰余金の配当

　(1) A種優先配当金

　当会社は、剰余金の配当を行うときは、A種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又

はA種優先株式の登録株式質権者(以下「A種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する

株主(以下「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」とい

う。)に先立ち、A種優先株式１株につき、下記第(2)号に定める額の金銭(以下「A種優先配当金」とい

う。)を支払う。但し、A種優先配当金の支払の基準日の属する事業年度中に設けられた他の基準日によ

りA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対して剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額

をA種優先配当金から控除した額の金銭を支払うものとする。

　(2) A種優先配当金の額

　ある事業年度に係るA種優先株式１株当たりのA種優先配当金の額は、1,000,000円(以下「本払込金

額」という。)に0.0074を乗じて得られる額とする。なお、A種優先配当金の計算は、円位未満小数第１

位まで計算し、その小数第１位を四捨五入する。但し、A種優先株式について最初の払込みがなされた

日(以下「本払込日」という。)の属する事業年度においては、本払込日(同日を含む。)から当該事業年

度の末日(同日を含む。)までの日数で１年を365日として日割計算した額とする。

　(3) 非累積条項

　ある事業年度においてA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対してする剰余金の配当の額がA種

優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。

　(4) 非参加条項

　A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、A種優先配当金の額を超えて剰余金の配当は行

わない。

②　残余財産の分配

　(1) 残余財産の分配

　当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し、普通株主又

は普通登録株式質権者に先立ち、A種優先株式１株につき、残余財産の分配が行われる日(以下「残余財

産分配日」という。)における本償還価額(下記⑤に定義される。)を支払う。なお、本項において、本

償還価額の計算における「償還請求日」を「残余財産分配日」と読み替えて、本償還価額を計算する。
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　(2) 非参加条項

　A種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対しては、上記のほか、残余財産の分配は行わない。

③　議決権

　A種優先株主は、全ての事項につき株主総会において議決権を行使することができない。

④　譲渡制限

　A種優先株式を譲渡により取得するには、当会社の取締役会の承認を要する。

⑤　金銭を対価とする取得請求権

　A種優先株主は、本払込日以降いつでも、当会社に対して、その有するA種優先株式の全部又は一部を取

得することを請求(以下「償還請求」といい、償還請求が効力を生じた日を「償還請求日」という。)する

ことができる。この場合、当会社はA種優先株主が償還請求をしたA種優先株式を取得するのと引換えに、

償還請求日における分配可能額を限度として、償還請求日において、A種優先株式１株につき、本払込金

額に経過優先配当金相当額(下記に定義される。)を加算した額(以下「本償還価額」という。)の金銭を支

払う。なお、本償還価額に１円未満の端数がある場合、当該端数を四捨五入する。

「経過優先配当金相当額」とは、償還請求日において、償還請求日の属する事業年度の初日(但し、本払

込日の属する事業年度においては、当該本払込日)(同日を含む。)から償還請求日(同日を含む。)までの

日数にA種優先配当金の額を乗じた金額を365で除して得られる額(円位未満小数第１位まで算出し、その

小数第１位を切り上げる。)をいう。但し、償還請求日の前日までに、当該事業年度中の日を基準日とし

てA種優先株主又はA種優先登録株式質権者に対し剰余金の配当を行ったときは、かかる配当の累積額を控

除した額とする。

⑥　普通株式を対価とする取得請求権

　(1) 普通株式対価取得請求権

　A種優先株主は、本払込日から１年後の応当日以降いつでも、当会社に対して、下記(2)に定める数の

普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種優先株式の全部又は

一部を取得することを請求すること(以下「普通株式対価取得請求」という。)ができるものとし、当会

社は、当該普通株式対価取得請求に係るA種優先株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内

において、請求対象普通株式を、当該A種優先株主に対して交付するものとする。

　(2) A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数

　A種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、本払込金額に普通株式対価取得請求に係るA

種優先株式の数を乗じて得られる額を、下記(3)及び(4)で定める取得価額で除して得られる数とする。

また、普通株式対価取得請求に係るA種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に１株に

満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第３項

に定める金銭の交付は行わない。

　(3) 当初取得価額

　331円

　(4) 取得価額の修正

　　　取得価額は、2022年５月末日(同日を含む。)以降、毎年５月末日及び11月末日(当該日が取引日でな

い場合には翌取引日とする。以下「取得価額修正日」という。)において、各取得価額修正日に先立つ

連続する30取引日(以下、本(4)において「取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以

下「東京証券取引所」という。)が発表する当会社の普通株式の普通取引の売買高加重平均価格(以下

「VWAP」という。)の平均値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、

取得価額算定期間中に下記(5)に規定する事由が生じた場合、当該VWAPの平均値は下記(5)に準じて当会

社が適当と判断する値に調整される。)に相当する額に修正され(以下、かかる修正後の取得価額を「修

正後取得価額」という。)、修正後取得価額は同日より適用される。但し、修正後取得価額が157円(但

し、下記(5)に規定する事由が生じた場合、上記の金額は下記(5)に準じて当会社が適当と判断する値に

調整される。以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とす

る。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において当会社普通株式の普通取引が行われる日をいい、

VWAPが発表されない日は含まないものとする。

 (5) 取得価額の調整

 (a) 本払込日の翌日以降に以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調

整する。

①　普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整

する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無

償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する普通株式を除く。)」、「分割

後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当会社が保有する

普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日の翌日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無

償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日の翌日)以降これを適用する。

EDINET提出書類

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社(E32169)

四半期報告書

 7/24



 

②　普通株式につき株式の併合をする場合、次の算式により、取得価額を調整する。

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

調整後取得価額は、株式の併合の効力が生ずる日以降これを適用する。

　　③　下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当会社

が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株

式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下、本(5)において同じ。)の取得

による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割

により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価

額を調整する。取得価額調整式における「１株当たり払込金額」は、金銭以外の財産を出資の目的とす

る場合には、当該財産の適正な評価額とする。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合に

は当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以

下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当会社が保有する普通株式を処分する

場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当会社が保有する普通株式

の数」、「当会社が保有する普通株式の数」は「処分前において当会社が保有する普通株式の数」とそ

れぞれ読み替える。

調整後取得価額＝調整前取得価額×

(発行済普通株式数
－当会社が保有する

普通株式の数)
×

新たに発行する
普通株式の数

×
１株当たり
払込金額

普通株式１株当たりの時価

(発行済普通株式数－当会社が保有する普通株式の数)
＋新たに発行する普通株式の数

 

　　④　当会社に取得をさせることにより又は当会社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式

１株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができ

る株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を

定めた場合には当該払込期間の最終日。以下、本④において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはそ

の効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本④において同

じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得

され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込金額」としてかか

る価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、

株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌

日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で

確定していない場合は、調整後取得価額は、当該対価の確定時点において発行又は処分される株式の全

てが当該対価の確定時点の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当

該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

　　⑤　行使することにより又は当会社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産(金銭以外の財産を出資の目的とする場合には、当該

財産の適正な評価額とする。以下、本⑤において同じ。)の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当た

りの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株

予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合には

その効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下、本⑤にお

いて同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行

使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株当たり払込

金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産

の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得

価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日

の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。上記にかかわらず、取得

又は行使に際して交付される普通株式の対価が上記の時点で確定していない場合は、調整後取得価額

は、当該対価の確定時点において発行される新株予約権全てが当該対価の確定時点の条件で行使され又

は取得されて普通株式が交付されたものとみなして算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以

降これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当会社又は当会社の子会社の取締役、監査

役、執行役その他の役員又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的と

する新株予約権には適用されないものとする。

　　(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①乃至③のいずれかに該当する場合には、当会社はA種優先

株主又はA種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得

価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。

 ①　合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収

 分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継

又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
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②　取得価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価

額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

③　その他、発行済普通株式数(但し、当会社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更

の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

　２位を四捨五入する。

　(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日(

　但し、取得価額を調整すべき事由について東京証券取引所が提供する適時開示情報閲覧サービス

　において公表された場合には、当該公表が行われた日)に先立つ連続する30取引日のVWAPの平均

　値(円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。

　(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が0.1

　円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。但し、本(e)により不要とされた

　調整は繰り越されて、その後の調整の計算において斟酌される。

(6) 普通株式対価取得請求受付場所

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

みずほ信託銀行株式会社

(7) 普通株式対価取得請求の効力発生

　普通株式対価取得請求の効力は、普通株式対価取得請求に要する書類が上記(6)に記載する普通株式対

価取得請求受付場所に到達したとき又は当該書類に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生

する。

(8) 普通株式の交付方法

　当会社は、普通株式対価取得請求の効力発生後、当該普通株式対価取得請求をしたA種優先株主に対し

て、当該A種優先株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有

欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。

(9) 取得条項

当会社は、当会社の取締役会が別に定める日(但し、当会社は、30営業日前の日(同日を含まない。)まで

に、会社法第168条第２項及び第169条第３項に定める通知(なお、公告をもってこれに代えることはでき

ない。)をA種優先株主及びA種優先登録株式質権者に対して行うことを要し、当該日の30営業日前の日以

降に通知を行った場合、当該通知の日の31営業日後の日とする。以下「取得日」という。)の到来をもっ

て、取得日における分配可能額を限度として、A種優先株式の全部又は一部を取得することができるもの

とし、当会社は、A種優先株式を取得するのと引換えに、A種優先株式１株につき、当該取得日における本

償還価額を支払う。なお、本項において、本償還価額の計算における「償還請求日」を「取得日」と読み

替えて、本償還価額を計算する。なお、一部取得を行うにあたり、A種優先株主が複数存在する場合に

は、取得するA種優先株式は、比例按分により当会社の取締役会が決定する。

(10) 株式の併合又は分割、募集株式の割当等

当会社は、A種優先株式について株式の分割又は併合を行わない。

　当会社は、A種優先株主又はA種優先登録株式質権者には募集株式の割当を受ける権利又は募集新株予約

権の割当を受ける権利を与えず、また、株式又は新株予約権の無償割当ては行わない。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2023年４月１日～
2023年６月30日

― 28,284,620 ― 4,729 ― 4,499
 

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 
(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（2023年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 
① 【発行済株式】

   2023年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式
(A種優先株式)

― (注)
7,000

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
(普通株式)

282,734 ―
28,273,400

単元未満株式
(普通株式)

― １単元100株未満の株式
4,220

発行済株式総数 28,284,620 ― ―

総株主の議決権 ― 282,734 ―
 

(注)　A種優先株式の内容は、上記「（１）株式の総数等」の「②発行済株式」に記載しております。
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② 【自己株式等】

  2023年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
ユー・エム・シー・エレ
クトロニクス株式会社

埼玉県上尾市瓦葺721番地 ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2023年４月１日から2023年

６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(2023年４月１日から2023年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,749 11,762

  受取手形、売掛金及び契約資産 16,971 15,722

  製品 2,806 2,615

  仕掛品 596 781

  原材料及び貯蔵品 23,859 22,252

  未収入金 952 964

  未収消費税等 1,765 1,620

  その他 2,333 3,269

  流動資産合計 59,036 58,988

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,950 7,193

   機械装置及び運搬具（純額） 7,182 7,286

   その他（純額） 3,496 4,257

   有形固定資産合計 17,629 18,737

  無形固定資産 197 199

  投資その他の資産 7,921 7,848

  固定資産合計 25,749 26,785

 資産合計 84,785 85,773

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 21,076 22,512

  短期借入金 24,613 23,337

  １年内返済予定の長期借入金 1,487 1,487

  未払法人税等 444 380

  賞与引当金 655 500

  その他 5,378 6,641

  流動負債合計 53,655 54,860

 固定負債   

  長期借入金 11,350 10,978

  退職給付に係る負債 848 856

  繰延税金負債 101 107

  その他 819 935

  固定負債合計 13,119 12,878

 負債合計 66,775 67,738
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,729 4,729

  資本剰余金 10,484 5,784

  利益剰余金 2,124 6,557

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 17,338 17,071

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 633 924

  退職給付に係る調整累計額 △2 △0

  その他の包括利益累計額合計 630 924

 新株予約権 29 29

 非支配株主持分 11 10

 純資産合計 18,010 18,035

負債純資産合計 84,785 85,773
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

売上高 37,862 32,781

売上原価 36,123 31,207

売上総利益 1,738 1,573

販売費及び一般管理費 1,478 1,383

営業利益 260 189

営業外収益   

 受取利息 8 16

 受取配当金 1 1

 受取地代家賃 306 307

 その他 83 40

 営業外収益合計 400 364

営業外費用   

 支払利息 81 286

 賃貸費用 221 238

 為替差損 252 142

 その他 9 43

 営業外費用合計 564 711

経常利益又は経常損失（△） 96 △156

特別利益   

 固定資産売却益 2 0

 特別利益合計 2 0

特別損失   

 固定資産除却損 21 0

 固定資産売却損 － 6

 減損損失 6 －

 特別損失合計 27 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

70 △163

法人税等 46 104

四半期純利益又は四半期純損失（△） 24 △267

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △0

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

25 △266
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
　至　2023年６月30日)

四半期純利益 24 △267

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 778 290

 退職給付に係る調整額 2 2

 その他の包括利益合計 780 293

四半期包括利益 804 25

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 806 26

 非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △0
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【注記事項】

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用する方法によっております。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

当座貸越契約

運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行(前連結会計年度は４行)と当座貸越契約を締結しています。

当第１四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

(百万円)

 
前連結会計年度
(2023年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2023年６月30日)

当座貸越極度額 38,700 44,790

借入実行残高 24,613 23,337

差引額 14,086 21,453
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
至　2023年６月30日)

減価償却費 712百万円 670百万円

のれんの償却額 8 8 
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループは、ＥＭＳ事業以外の事業に関しては重要性が乏しいと考えられるため、セグメント情報の記載は省

略しております。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前第１四半期連結累計期間(自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)

(単位：百万円)

事業セグメント ＥＭＳ事業  その他(注)  合計

主たる地域市場      

日本 14,008  173  14,181

中国 11,720  －  11,720

ベトナム 7,582  －  7,582

その他アジア 1,953  －  1,953

欧米 2,424  －  2,424

 37,688  173  37,862
      

      

主要な財又はサービスのライン      

車載機器 21,211  －  21,211

産業機器 6,290  －  6,290

ＯＡ機器 9,958  －  9,958

その他 228  173  401

 37,688  173  37,862
      

      

収益認識の時期      

一時点で認識される収益 37,505  －  37,505

一定の期間にわたり認識される
収益

182  173  356

 37,688  173  37,862
      

      

顧客との契約から生じる収益 37,688  173  37,862

その他の収益 －  －  －

外部顧客への売上高 37,688  173  37,862
      

 

(注)　「その他」の区分はＥＭＳ事業に含まれない事業であり、人材派遣業を含んでおります。
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当第１四半期連結累計期間(自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)

(単位：百万円)

事業セグメント ＥＭＳ事業  その他(注)  合計

主たる地域市場      

日本 12,621  189  12,810

中国 8,731  －  8,731

ベトナム 6,656  －  6,656

その他アジア 2,368  －  2,368

欧米 2,213  －  2,213

 32,591  189  32,781
      

      

主要な財又はサービスのライン      

車載機器 17,015  －  17,015

産業機器 6,941  －  6,941

ＯＡ機器 8,428  －  8,428

その他 205  189  395

 32,591  189  32,781
      

      

収益認識の時期      

一時点で認識される収益 32,528  －  32,528

一定の期間にわたり認識される
収益

62  189  252

 32,591  189  32,781
      

      

顧客との契約から生じる収益 32,591  189  32,781

その他の収益 －  －  －

外部顧客への売上高 32,591  189  32,781
      

 

(注)　「その他」の区分はＥＭＳ事業に含まれない事業であり、人材派遣業を含んでおります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
至　2022年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　2023年４月１日
至　2023年６月30日)

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失
（△）

0.90円 △9.44円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）(百万円)

25 △266

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益
又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△）(百
万円)

25 △266

普通株式の期中平均株式数(株) 28,277,564 28,277,534

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、前第１四半期連結累計期間は希薄化効果を有している

     潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、当第１四半期連結累計期間は潜在株式は存在するも

     のの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2023年８月10日

ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社

取締役会　御中

 
ＰｗＣあらた有限責任監査法人

 

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 河　　瀬　　博　　幸  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 小　　林　　正　　英  

 

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユー・エム・

シー・エレクトロニクス株式会社の2023年４月１日から2024年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間

（2023年４月１日から2023年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（2023年４月１日から2023年６月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及

び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社及び連結子会社の

2023年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していない

と信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結
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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに

監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又

は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 
以 上

 

 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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